
コロナ禍以前からの貧困の実態
―ひとり親の生活の脆弱性が顕著―

厚生労働省 「2019年国民生活基礎調査」

「国民生活基礎調査」より
稼働所得 母子世帯231.1万円

高齢者以外の世帯 561.3万円

貯蓄がない 母子世帯 31.8% 全世帯 13.4%

生活意識（苦しい・やや苦しい）
母子世帯 86.7% 全世帯 54.4%

厚生労働省「2016年全国ひとり親世帯等実態調
査」でみる母子世帯の状況
・働いている 80.6%
・雇用形態 正規労働 44・4％

非正規労働 43.8%
・母親自身の年間収入

243万円 うち就労収入200万円
・預貯金額が50万円未満 39.7%相対的貧困率とは、「ある国や地域の大多数よりも貧しい相対的貧困者の全人口に占める比率」

（OECD：経済協力開発機構）のことである。ここでいう「比率」とは「等価可処分所得が全人口の中央
値の半分未満の世帯員を相対的貧困者」とした時の比率を指す。さらに、この「等価可処分所得」とは、
「世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出」したものである。
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資料１

図１：相対的貧困率


